
道路交通法では「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケート
をし、またはこれらに類する行為」等は道路での禁止行為とされています。
使用が許可されている公園や広場等で、マナーを守って使用しましょう。
また、お子さんから目を離さないようにし、大人が子供のお手本となって、日頃から

繰り返し交通ルールを教えていただきますようお願いします。

❖保護者の皆さまへ❖

奈良県警察

ど う ろ くるま じ て ん し ゃ ひと とお

道路は車、バイク、自転車や人が通るところです。
こ う え ん ひ ろば あんぜん あそ

公園や広場で安全に遊んでね！

どうろであそんでいいのかな？

道路や駐車場で、遊んではいけません！

道路では乗ってはいけません！
の もの あそ どうぐ

これらは、乗り物ではなく「遊び道具」です。

・ ローラースケート
・ スケートボード
・ キックボード など

ど う ろ の

ど う ろ ちゅうしゃじょう あそ

あっ、うしろから くるまが！
とまっている くるまが
うごきだすかも！

～あぶないよ、くるまがはしってくるよ！～

あぶない！


